
 

 

 

医療・救護  実施要項 
 

 

１ 目的 
 令和６年度全国中学校体育大会第６４回全国中学校水泳競技大会（以下「大会」という）開

催基本要項における基本方針に基づき、大会に参加する選手・監督・大会役員・競技役員・生

徒役員・一般応援者等の医療救護に万全を期するために、競技会場に救護所を設置し、医師会

等関係機関との連携を図ることを目的とする。 

 

 

２ 組織・分担 
 競技会場に救護所を置く。 

 

（１）救護所 

①  役割分担・設置場所 

会場 金沢プール 

医師 １名 

看護師 １名 

監視救護員 
４名 

（メインプール２名・サブプール１名・ダイビングプール１名） 

   

② 業務 

   ア  傷病者の応急処置 

      救護所では医師・看護師による応急手当てのみを行う。 

   イ 傷病者の移送先医療機関との連絡及び引率等の関係者への連絡 

医療機関へ移送する必要を認めたときは、その旨を本部に連絡するとともに、必

要に応じて救急車の出動を要請する。また、引率等の関係者へ連絡する。 

受診については、各団体の関係者が同行するものとする。 

   ウ 傷病者の状況や処理結果等の把握 

看護師は、毎日（様式 救護－２）「救護日誌」に記入し、その日の競技終了後に

本部に報告する。 

 

③ 業務期間及び時間 

     設置期間は大会期間中（公式練習を含む）とし、開設時間は日程開始時から終了時

までとする。 

 

 

（２）宿舎・移動中 

① 宿舎  ･･･ 宿舎で傷病者が発生したときは、宿舎に申し出て、最寄りの医療機関へ

の移送を要請する。 

② 移動中 ･･･ 移動中に傷病者が発生したときは、本部に連絡し、医療機関の紹介を受

け、医療機関への移送を要請する。または、その場で救急車を要請する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

３ 傷病者発生時の対応 
（１）対応経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ① 傷病者の様子が重度の場合は，医師・看護師が駆けつけ対応し，医療機関へ連絡。 

  ② 傷病者の様子が軽度の場合は，救護所で様子をみる。 

 

（２）受診の方法 

① 大会会場における傷病に関しては、医療機関で受診する患者に対し、所定の（様式 

救護－３）「受診依頼書」及び、患者が日本スポーツ振興センター加入者である場合に

は、併せて「医療等の状況」を交付する。受診者は、保険証とともにそれらを医療機関

に提出するものとする。宿舎など会場以外での傷病に関しては、随時対応する。 

② 患者が保険証不携帯の場合は、原則として医療費全額自己負担とする。 

③ 保険証は携帯するように呼びかける。 

※独立行政法人 日本スポーツ振興センター等の給付申請については所属校で手続き 

をする。 

④ 移送については各団体の関係者が必ず同行すること。 

 

 

４ 業務の記録及び報告 
（１）記録と保管について 

  ① 記入と報告 

   ア 救護所では、傷病者を収容した場合、（様式 救護－１）「救護台帳」に記録するとと

もに、医師・看護師が行った処置も記入する。また、事故発生による傷病者の場合は

（様式 救護－４）「事故報告書」を付添者に記入させる。 

   イ 取扱傷病者数について救護所は（様式 救護－１）「救護台帳」により、定期的に救

護本部に報告する。 

  ② 書類の管理 

    救護所の責任者は、必要に応じて次の書類をそろえて本部に提出する。 

・救護台帳       （様式 救護－１） 

・救護日誌       （様式 救護－２） 

・受診依頼書      （様式 救護－３） 

・事故報告書      （様式 救護－４） 

 

（２）報告について 

    救護所もしくは宿舎を通して、医療機関を受診した場合については大会本部へ、その

後の状況を報告すること。 

救 護 所 
（応急処置・医療機関への移送） 

消 防 署 1 1 9 番 

宿 舎 

救 急 指 定 病 院 

（通報） 

（移送） 

（報告） 

大 会 本 部 

（報告） 

（移送） 

（連絡） 

（報告） 

県教育委員会 

開催市町教育委員会 

（移送） 



 

 

 

〇石川県全域の病院 

参考資料：一般社団法人 日本病院会 

https://www.hospital.or.jp/site/jha/member/17_ishikawa/ 

 

〇休日・夜間における緊急時の医療機関 

参考資料：病院検索iタウン 

https://medical.itp.ne.jp/easy/list/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E7%9C%8C/%E9%87%91%E6%B2%A2%E

5%B8%82/-/%E5%A4%9C%E9%96%93%E8%A8%BA%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2/-/1 

 

 

 

一般社団法人 日本病院会 会員病院 
運営団体 病院名 住所 電話番号 

医療法人 浅ノ川総合病院 金沢市小坂町中83 076-252-2101 

済生会 石川県済生会金沢病院 金沢市赤土町二13-6 076-266-1060 

都道府県 石川県立中央病院 金沢市鞍月東2-1 076-237-8211 

医療法人 金沢有松病院 金沢市有松5-1-7 076-242-2111 

日赤 金沢赤十字病院 金沢市三馬2-251 076-242-8131 

医療法人 金沢西病院 金沢市駅西本町6-15-41 076-233-1811 

独立行政法人 

地域医療機能推進機構 
金沢病院 金沢市沖町ハ-15 076-252-2200 

公益法人 城北病院 金沢市京町20-3 076-251-6111 

医療法人 整形外科米澤病院 金沢市京町1-30 076-252-3281 

共済組合及び連合会 北陸病院 金沢市泉が丘2-13-43 076-243-1191 

医療法人 みらい病院 金沢市鞍月東1-9 076-237-8000 

※ 診察を希望する場合は，事前に病院へ連絡してから病院へ行くこと。 

 

 

 

 


